
支え合い推進部会（第１層協議体）
【社福法第106条の3第1項第1号対応】

市民･地域等に働きかけ、全市的な支え合い
意識の底上げを図る

（地域課題の解決に向けたポピュレーションアプローチ）

◇支え合い好事例の横展開
◇エリア型とテーマ型の橋渡し
◇産業部門等他分野との連携

地域福祉計画推進協議会

地域福祉計画推進協議会・部会のイメージ図

まちづくり

校区社協 老人ｸﾗﾌﾞ

働
き
か
け

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
団体

好
事
例

地
域
づ
く
り

連携

包括Ｃ

多機関連携部会
【社福法第106条の3第1項第3号対応】

複合的な課題や制度の狭間の課題に対応する多
機関の連携の仕組みづくり

（個別課題の解決に向けたハイリスクアプローチ）

◇避難行動個別支援計画策定支援
◇社会的孤立者等支援ネットワーク化
◇チーム支援の環境整備（調整ルールづくり）

基幹相談 自立支援
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重症心身障害児(者)の避難行動個別支援計画
セルフネグレクト（ゴミ屋敷）
８０５０問題 など
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支え合い推進会議
（第２層協議体）社協Ｃｏ 社協Ｃｏ
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支え合い活動

資料５

個別支援検討会議
（チーム支援）


